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山梨県低炭素建築物認定要綱 

平成２４年１２月 ４日 

建 住 第 ４ １ ０ ８ 号 

平成２７年 ５月１９日 

建 住 第 １ ０ １ ６ 号 

平成２９年 ３月３０日 

建 住 第 ５ ８ ９ ５ 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「法」とい

う。）の施行に関し、法、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（平成２４年政令第２８６号）

及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年度国土交通省令第８６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この要綱は、山梨県知事（以下「知事」という。）が所管行政庁として行う法第５４条第１項

の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定（以下「認定」という。）に係る法の施行に関して適

用する。 

 

（認定申請前の審査等） 

第３条 法第５３条第１項の規定により認定の申請をしようとする者（以下「認定申請者」という。）

は、認定の申請の前に、原則として山梨県手数料条例（平成１２年山梨県条例第３号）別表第２の１

８４の項イに規定する適合証等の交付を受けるものとする。 

２ 認定申請者は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条の３第１項に規定する構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を要する

ものである場合にあっては、原則として認定の申請とは別に同法第６条第１項又は第６条の２第１項

に基づく確認を受け、確認済証の交付を受けるものとする。 

 

 （手数料） 

第３条の２ 山梨県手数料条例別表第２の１８４の項ロ(2)(三)(ｲ)の別に知事が定める簡易な評価方

法は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のため

に誘導すべき基準（平成２４年経済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号。以下「誘導基準告

示」という。）Ⅰの第１の１の１―２ただし書に定める方法として、建築物エネルギー消費性能基準
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等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１

０条第１号イ(2)に定める方法を用いたもの（誘導基準告示別表第１(8)項に掲げる用途に供する部分

を除く。）であり、かつ、誘導基準告示Ⅰの第１の２の２―１ただし書に定める方法として、基準省

令第１０条第１号ロ(2)に定める方法（この場合、基準省令第１１条中「EST = ｛（ESAC + ESV + ESL + ESW 

+ ESEV） × 0.8 + EM｝ × 10-3」とあるのは「EST = ｛（ESAC + ESV + ESL + ESW + ESEV） × 0.9 + 

EM｝ × 10-3」と読み替えるものとする。）を用いたものであることとする。 

 

（認定申請書） 

第４条 認定申請者は、規則第４１条第１項に規定するほか、第３条第１項の書類を添えて、知事に提

出するものとする。 

２ 認定申請者は、認定の申請に際して法第５４条第２項の申し出を行う場合であって、同項の規定に

より提出する確認の申請書に構造計算適合性判定を要する部分が含まれるものを申請する場合には、

建築基準法第６条の３第７項に規定する適合判定通知書又はその写し、並びに建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令第４０号）第３条の１２に定める図書及び書類を添えて認定の申請を行うもの

とする。 

 

（取下届） 

第５条 認定申請者は、認定の申請を取り下げるときは、様式１による取下届の正本及び副本を知事に

提出しなければならない。 

 

（変更認定申請） 

第６条 第３条、第４条及び第５条の規定は、法第５５条第１項の変更の認定の申請について準用する。 

２ 法第５５条第１項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、規則別記様式第６又は別記

様式第８による通知書（以下「認定通知書」という。）の写しを添えて変更の認定の申請を行うもの

とする。 

 

（取りやめ届） 

第７条 認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計

画に係る工事を取りやめるときは、様式２による取りやめ届の正本及び副本に認定通知書を添えて、

これらを知事に提出しなければならない。 

 

（報告） 

第８条 認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画に係る工事が完了したときは、当該計画
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に基づき工事が行われたことを建築士に確認させ、速やかに様式３による工事完了報告書を知事に提

出しなければならない。この場合において、低炭素建築物新築等計画に係る工事が建築基準法第６条

第１項に規定する確認又は第１８条第２項の規定による通知を要する場合にあっては、同法第７条第

５項、第７条の２第５項又は第１８条第１８項に規定する検査済証の写しを添えなければならない。 

２ 認定建築主は、法第５６条の規定により知事から報告を求められたときは、様式４による認定低炭

素建築物状況報告書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年１２月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


